
○福岡市男女共同参画を推進する条例（抄）（平成16年3月29日条例第5号） 

第４章 施策に対する苦情の処理 

（施策に対する苦情の処理） 

第２６条 市長は，市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼ

すと認められる施策について，市民等から苦情の申出があった場合は，福岡市男女共同参画審議会の意

見を聴いたうえで，必要に応じて，適切な措置を講じるものとする。 

２ 市長は，前項の申出をした市民等に対し，当該申出に係る意見及び講じた措置の内容を通知しなけれ

ばならない。 

 

第５章 福岡市男女共同参画審議会 

（設置） 

第２７条 市長の附属機関として福岡市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２８条 審議会は，次に掲げる事務を行う。 

(１) 市長の諮問に応じ，男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項について

調査審議し，その結果を市長に答申すること。 

(２) 男女共同参画の推進に関し必要と認められる事項について調査審議し，市長に意見を述べること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか，この条例の規定によりその権限に属せられた事務 

（組織及び委員） 

第２９条 審議会は，市長が任命する委員20人以内をもって組織する。 

２ 市長は，委員の一部については，公募に基づいて任命するものとする。 

３ 委員のうち男女いずれか一方の委員の数は，審議会の委員の総数の10分の４未満であってはならない。 

４ 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

５ 委員は，再任されることができる。 

６ 委員は，職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，また同様とする。 

（会長） 

第３０条 審議会に会長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，会長があらかじめ指名する委員が，その職務を代

理する。 

（会議） 

第３１条 審議会の会議は，会長が招集し，会長がその議長となる。 

２ 審議会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

（部会） 

第３２条 審議会は，必要に応じて，部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は，審議会の委員のうちから会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き，部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４ 部会長は，部会の会務を総理する。 

５ 部会長に事故があるとき，又は部会長が欠けたときは，部会に属する委員のうちから部会長があらか

じめ指名する委員が，その職務を代理する。 

６ 審議会は，その定めるところにより，部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 

７ 前条の規定は，部会について準用する。この場合において，同条中「審議会」とあるのは「部会」と，

「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

 


